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双
葉
郡
を
管

轄
す
る
、
ふ
た

ば
農
業
協
同
組

合
（
Ｊ
Ａ
ふ
た

ば
）
は
、
管
内

農
業
の
振
興
に

向
け
農
業
関
連

施
設
の
整
備
が

必
要
と
し
、
浪

江
町
、
楢
葉
町
、

川
内
村
及
び
葛

尾
村
に
「
自
動

ラ
ッ
ク
式
低
温
倉
庫
等
」

の
建
設
を
計
画
し
て
い
ま

す
。同

施
設
の
見
識
を
深

め
、
関
係
機
関
と
の
情
報

施
設
導
入
に

当
た
っ
て
は
、

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
や
電
気
料

金
等
の
経
費
が

既
存
施
設
よ
り

割
高
に
な
る
た

め
、
稼
働
率
を

上
げ
る
こ
と
が

重
要
と
な
り
ま
す
。

関
係
町
村
及
び
Ｊ
Ａ
ふ

た
ば
で
は
福
島
復
興
対
策

事
業
を
活
用
し
、
具
体
化

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

共
有
を
図
る
目
的
で
、
Ｊ
Ａ

み
や
ぎ
亘
理
の
米
麦
流
通
合

理
化
施
設
に
お
い
て
、
Ｊ
Ａ

ふ
た
ば
と
関
係
者
に
よ
る
視

察
研
修
が
行
わ
れ
、
震
災
復

興
室
か
ら
も
各
町
村
の
担
当

者
が
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
施
設
で

は
、
ラ
ッ
ク
式

倉
庫
に
均
質
化

装
置
が
併
設
さ

れ
て
お
り
、
平

成
十
五
年
の
建

設
以
降
の
稼
働

状
況
や
、
震
災

被
害
か
ら
の
復

旧
工
事
の
状
況
に
併
せ
、

庫
内
設
備
や
均
質
化
装
置

の
有
効
活
用
に
必
要
な
内

容
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

一
月
二
十
一
日
に
Ｊ
Ａ
み
や
ぎ
亘
理
米

麦
流
通
合
理
化
施
設
に
て
開
催
さ
れ
た
「
福

島
県
、
関
係
町
村
、
Ｊ
Ａ
連
携
会
議
に
係

る
視
察
研
修
会
」
に
参
加
し
ま
し
た
。
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て
参
加
し
ま
し
た
。

農
業
復
興
に
関
す
る
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
実
施

計
画
）
の
策
定
に
向
け
て

農
業
者
か
ら
意
見
を
汲
み

取
る
と
い
う
も
の
で
す
。

前
回
の
農
業
者
協
議
で

専
門
的
な
知
見
を
持
っ
た

方
を
加
え
た
ほ
う
が
良
い

と
の
発
言
を
受
け
、
今
回

か
ら
国
際
農
業
水
産
業
研

究
セ
ン
タ
ー
の
万
福
技
術

促
進
科
長
が
農
業
復
興
・

営
農
再
開
に
関
す
る
専
門

家
と
し
て
メ
ン
バ
ー
に
加

わ
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
富
岡
町
の

農
業
復
興
実
施
計
画
に
係

る
基
本
方
針
（
案
）
に
つ

い
て
、
事
務
局
か
ら
次
の

四
点
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。一

、
各
地
域
で
分
散
す

る
農
地
を
集
約
の
上
、
担

い
手
に
よ
る
土
地
利
用
型

農
業
を
推
進
し
、
高
品
質

化
・
多
収
量
化
を
目
指
す

と
と
も
に
、
若
年
層
が
希

望
を
持
っ
て
就
農
す
る
環

境
を
整
え
、
新
た
な
担
い

手
を
育
成
す
る
。

二
、
除
染
が
完
了
し
た

農
地
に
お
い
て
、
除
染
効

果
を
確
認
す
る
た
め
の
土

壌
調
査
及
び
表
土
削
り
取

り
の
影
響
を
確
認
す
る
地

力
回
復
の
検
証
を
行
い
、

農
業
者
の
営
農
再
開
意
欲

の
昂
進
を
図
る
。

三
、
市
場
動
向
及
び
富

岡
町
の
気
候
等
の
営
農
条

件
に
合
致
す
る
作
物
の
検

証
を
重
ね
、
栽
培
品
目
の

明
確
化
、
産
地
・
ブ
ラ
ン

ド
化
及
び
販
路
を
確
立
す

る
。

一

月

二

十

日

（
水
）
、
富
岡
町
役

場
郡
山
事
務
所
に

お
い
て
、
「
農
業
復

興
に
関
す
る
農
業

者
協
議
（
第
二
回
）
」

が
開
催
さ
れ
、
国

・
県
・
Ｊ
Ａ
が
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し

四
、
「
生
き
が
い
」
営
農

体
系
の
構
築
と
し
て
、
町

民
農
園
を
整
備
し
帰
還
後

に
個
人
単
位
で
自
家
用
野

菜
等
の
栽
培
が
可
能
と
な

る
環
境
を
整
え
る
。

そ
の
後
、
農
業
者
協
議

メ
ン
バ
ー
等
に
よ
り
活
発

な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。
万
福
科
長
か
ら
は
管

理
で
き
る
農
地
か
ど
う
か

し
っ
か
り
把
握
し
、
基
本

方
針
を
よ
り
具
体
化
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
の

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
事
務
局
か
ら

①
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
も
入

っ
て
い
た
だ
き
、
ど
こ
に

何
を
作
付
け
す
る
の
か
等
、

よ
り
具
体
性
を
持
っ
た
基

本
方
針
を
作
成
し
て
い
く

こ
と
。
②
町
と
し
て
も
農

業
復
興
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
な

っ
て
い
く
こ
と
。
③
補
助

事
業
に
つ
い
て
は
、
国
・

県
と
連
携
を
図
っ
て
い
く

こ
と
。
④
基
本
方
針
の
具

体
的
取
組
み
に
つ
い
て
は
、

随
時
意
見
を
上
げ
て
欲
し

い
と
締
め
く
く
り
閉
会
し

ま
し
た
。

富
岡
町
で
は
、
担
い
手

の
確
保
、
農
地
の
基
盤
整

備
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し

て
の
農
産
物
生
産
等
の
問

題
を
抱
え
て
お
り
、
今
後
、

現
実
的
で
町
の
現
状
に
あ

っ
た
計
画
の
作
成
が
必
要

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

農
業
者
協
議
に
積
極
的
に

参
加
し
、
的
確
か
つ
迅
速
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市町村を訪問する中で「各種補助金等の説明会の機会を設けてほしい」との要望に応え、

被災１２市町村、福島県、福島相双復興官民合同チーム及び福島復興局から合わせて４６名

の出席を得て、「震災復興関連予算等説明会」を開催しました。

説明会では、営農再開関連予算を中心に、市町村から要望のあった事業・制度について、

農水本省の担当者等から説明を受け、出席者からは、東日本大震災農業生産対策交付金の次

年度以降の継続をはじめとした各種支援事業の延長、営農再開に向けた専門的なアドバイザ

ーやコンサルタントの支援の必要性、鳥獣被害対策

への国の更なる取り組み支援等について意見・要望

がありました。これに対し農水本省担当者等からは、

補助事業を活用した営農再開に向けた課題への継続

的な取り組み、関係機関と連携したコンサルタント

業務支援等について回答がありました。また、最後

に１２市町村の出席者から各市町村の営農再開に向

けた現状報告がありました。

１月２２日、福島支局において、農業関連分野におけるコンサルティング業務の進め方

を検討するため、福島相双復興官民合同チーム営農再開グループの関係者等が出席し、「営

農関連コンサルティング業務打合せ」を開催しました。

被災１２市町村の生産現場では、今後の営農再開に向け販路の確保・拡大等が喫緊の課

題となっています。打合せでは、官民合同チーム事務局の担当者から６次化・販路開拓に

向けた支援体制の整備（６次化班の新設）、コンサルティンググループの業務の役割と対応、

訪問グループで把握した支援を必要とする事業者案件（農業分野含む）等の情報提供があ

りました。

続いて、営農再開グループ（福島県各農林事務所普及部担当者等）から被災１２市町村

の営農再開に関して、想定されるコンサルタント業務内容等について説明があり、営農再

開グループ内の情報共有を図り、営農再開に向けたコンサル

タント業務について理解を深めました。

今後、生産現場において、支援が必要と想定される農業法

人や農業者グループ等に対し、関係機関が一体となってコン

サルティングの活用に向け検討を行い、販路の確保・拡大等

に向け取り組んでいくこととしました。
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1 月 28 日、復興状況と豪雪被害等の現地調査のため、農水省災害総合対策室の深谷

専門官が来村し、葛尾村地域振興課の菅野主任主査とともに村内の現地調査を実施し

ました。村の平坦部の殆どが水田でその約半分が仮置き場になっている状況や豪雪に

より倒壊した牛舎、堆肥工場等のほか、採草地の除染状況やイノシシの箱ワナの設置状況等について現地調査

を行いました。現地調査後の意見交換では、今春帰村宣言が出される予定であることや公共施設の整備に加え、

営農再開に向け農地除染や客土、均平作業等が進んでいることのほか、農業倉庫や園芸施設の整備、農地の集

積等についても検討が進められていること等について意見交換を行いました。

1 月 22 日、野菜や果物の苗を生産する「ベルグ福島の苗工場（ハウス）」が川俣町

（羽田地区）に完成し、苗工場敷地内にて落成式が行なわれました。東北農政局から

は豊田局長が出席し「川俣町の農業の復興と地域の活性化の牽引役を担うことが期待

されています」との挨拶が行なわれました。ベルグ福島は、平成２６年５月に「６次産業化・地産地消法」に

基づく総合化事業計画の認定を取得し、ＪＡや６次化ファンド等から出資を受けて設立され、今後、野菜苗工

場ではキュウリやトマト苗を県内外へ出荷する事になっています。

1 月 19 日、北迫地区において、町作成の原案を基に「マスタープラン作成に向け

た座談会」が開催されました。参加した農業者からは、将来の稲作経営には規模拡大

と担い手の育成が不可欠であることや、農地集積に向けた課題等について意見が出さ

れました。話合いの中で、将来的に地域の担い手となる意向を示す人や、数年後には離農を検討している等の

意向を表す人もおり、今後、３～４の経営体を中心とするマスタープランの作成に向け、継続した話合いを進

めていくことが決定されました。

1 月 15 日、埼玉県加須市の双葉町役場埼玉支所において、県内外の避難先で営農

を再開している農業者 14 名が参加し「営農再開者懇談会」が開かれました。参加者

からは、「避難先での営農再開は困難が多く手厚い支援事業がほしい。」、「遠隔地在住のため、除染後の農地は、

復興組合等に管理を委託したい。」などの意見が出され、同じ悩みを抱える農業者と町担当者との意思疎通を

図るため意見交換が行われました。次回の懇談会は、本年５月頃に、いわき市と加須市の２カ所での開催が予

定されています。

1 月 25 日、「田村市都路地区営農再開に関する打合せ」が田村市都路行政局で開催さ

れました。当地区は、２５年から営農を再開しており、水稲は震災前の三分の二まで

作付が回復しました。打合せ会では、①現在検討されている都路農産物直売所・加工

所が地域にあった直売施設となるよう、農産物の加工・販売の取組みに加え、直売施設の運営方法についてコ

ンサルを要望。②地域特産のエゴマについては、加工と販売方法の検討に加え、エゴマ栽培の採算性の検証や、

栽培暦作成を目的に 28 年度は生産体制の機械化実証に取組。③地域づくりのために、農業者・商工業者合同で

専門家を招いた講演会の開催などが協議されました。


